
　本組合における人事行政の公平性、透明性を高めるため、「乙訓福祉
施設事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、
職員の任免・給与・勤務条件・服務の状況などを公表します。

乙訓福祉施設事務組合人事行政の運営等の状況



１、職員の任免および職員数に関する状況

１　職員の採用・退職
(平成２5年４月２日から平成２６年４月１日)

区分
退職(人) 採用(人)

相談員 0 0

合計 1 1

事務職 0 0

指導員 1 1

人数（人） 0 1 0 0 1

２　退職事由
(平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日)

区分 定年 勧奨 普通
その他

出向など
合計

４　年齢別職員数(平成２６年４月１日)

年齢
２０歳
未満

２０歳～
２３歳

２４歳～
２７歳

２８歳～
３１歳

３２歳～
３５歳

３６歳～
３９歳

３　再任用の状況
(平成２５年４月１日から平成２６年４月１日)

区分 人数(人)

平成２５年４月１日在職者数 0

平成２６年４月１日在職者数 1

4

年齢
４０歳～
４３歳

４４歳～
４７歳

４８歳～
５１歳

５２歳～
５５歳

５６歳～
５９歳

合計

職員数（人） 0 0 3 10 2

30

５　職員数の推移

年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度
過去５年間の
増減数（率）

職員数(人) 1 1 2 5 2

30 4 ( 15.4% )職員数（人） 26 26 27 27 29



６　級別職員数の状況　(平成２６年４月１日現在)

６級 ７級

計
標準的な
職務内容 主事 主事

主査
主事

係長
総括主査

主任

課長補佐
施設長補佐

次長
課長

施設長
主幹

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

局長

30

構成比
(％) 0 20.0 26.7 23.3 13.3 13.3 3.3 100

職員数 0 6 8 7 4 4 1

（注）一般職の職員数です。



２、職員の給与等のあらまし
　組合職員の給与は、国家公務員に準じ「条例」に基づき支給されています。
なお、ここでお知らせする給与などは、税金や社会保険料を控除する前の額で、
手取り額ではありません。

１　職員給与の状況
（平成２５年度決算）

（注）
１  職員数は、２５年４月１日現在の人数（再任用職員を含む）
にかかる金額です。
２ 職員手当には、退職手当、児童手当を含みません。

職員数（Ａ）
給与費

区　　分 内　　容

13,000円

扶養手当

１人につき
5,000円加算　

○配偶者

○満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの子

11,000円

４　職員手当の状況 （平成２６年４月１日現在）

○配偶者以外の扶養親族

○配偶者がいない場合１人目

6,500円

　　・家賃12,000円を超える者に支給（限度額27,000円）

○持家

国の制度と異なる内容　　(なし)

国の制度と異なる内容 　　　持家

　　・世帯主職員　1,300円
住居手当

○借家

一人当たりの
給与費

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(Ｂ) （Ｂ／Ａ）

31人 98,105千円 32,784千円 38,287千円 169,176千円 5,639千円

２　職員の平均給料月額
及び平均年齢の状況
（平成２6年４月１日現在）

一般行政職

平均給料月額 平均年齢

300,180 38歳

３　職員の初任給の状況（平成２6年４月１日現在)

区　分 組　　合 国

一般行政職
大学卒 172,200円 172,200円

高校卒 144,500円 140,100円



支給対象職員１人あたり平均支給年額
（２５年度決算）

支給総額（決算）

職員１人あたり平均支給年額

支給総額（決算）

職員１人あたり平均支給年額

25年度

３０人

全　　域

6%

97

支給率

支給対象職員

国の制度

全職種

0%

0円

なし

円201,956

支給対象地域

通勤手当

○交通機関利用者

・運賃額　55,000円以下                  全額支給

　　　　  55,000円を超える              限度額　55,000円

国の制度と異なる内容 　　　交通用具使用者

○交通用具使用者

　　　　・2km以上4km未満　　　　　    　4,000円

　　　　・4km以上                       2km増すごとに900円加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限度額　　24,500円

区分 組　　　合 国

組合と同じ

地域手当

区　　　分

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給職員１人あたり支給年額

手当の種類

超過勤務手当

特殊勤務手当

千円

千円

千円

千円

2,939

24年度

1.35

3,220

107

月分 月分0.675

２５年度

６月期

１２月期

計

期末手当

役職上の段階、職務の級等による加算措置　　有

期末手当
勤勉手当

2.6

0.675

組合と同じ

勤勉手当

月分

月分

月分

月分

1.225

1.375



9,000

５　特別職の報酬等の状況(平成２５年４月１日現在)

国

自己都合・勧奨・定年

組合と同じ

定年前早期退職者特例措置
２～45％加算

区分 組　　　　合

支給率

議　　　  長

副　 議　 長報酬

議　　　　員

給料
管　 理　 者

副 管 理 者

その他の
加算措置

定年前早期退職者特例措置
２～２０％加算

(注)

２　「勧奨」とは、定年退職（６０歳）前の高齢職員に対し、職員の新陳代謝の促進や人事
の刷新を図るため、退職手当の割増をして退職を促すものです。

円

円

円

10,000

8,000

7,000

１　退職手当の支給に関しては、本組合を含む７市１１町村１３一部事務組合（平成２６年４
月１日現在）で組織する「京都府市町村職員退職手当組合」に加入しています。

区　　　　　分 給料月額等

円

円

11,000

退職手当

最高限度額 ５２.４４月分 ５２.４４月分

自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 ２１.６２月分 ２７.０２５月分

勤続２５年 ３０.８２月分 ３６．５７０月分

勤続３５年 ４３.７０月分 ５２.４４月分



1　職員の勤務時間(標準的なもの)

３、職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
     (平成２５年度)

休憩時間

午後０時～
午後１時

１日の勤務時間
１週間の
勤務時間

午前８時３０分～
午後５時１５分

３８時間４５分

２　年次有給休暇の取得状況

区分 日数(日) 取得率(パーセント)

１年につき最高２０日間（当該年の途中に新たに職員となったものについては、その年の在
職期間に応じた日数）付与され、前年からの繰越分を含めると最高４０日間となります。

年間平均取得日数 10.8 59.2

※２　全期間在職した一般職員の状況です。

※１　取得率を算出するための付与日数については、前年の繰越日数は除いています。



該当ありません。

４、職員の分限及び懲戒処分の状況(平成25年度)

１　分限処分の状況
該当ありません。

２　懲戒処分の状況



５、職員の服務の状況

地方公務員は、地方公務員法において、全体の奉仕者として公共の利益のた

めに勤務し、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念することとされ

ており、法令等遵守義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治行為の制限、

営利企業等への従事制限などの義務が課されているところです。

本組合においては、これらの服務規律の確保を徹底するため、毎年、依命通

達などにより綱紀の保持および公務員倫理の確立を図っています。



セクハラ・パワハラ防止～働きやすい職場をつくるために～ １日 内部研修

職員採用における課題とその解決策 ２日 １人

平成２５年度「災害時要配慮者支援研修」 １日 ３人

法制執務基礎 ２日 １人

法制執務応用 ２日 １人

新任係長研修 ２日 １人

６、研修の状況(平成２５年度)

　地方公務員法は、公務能率の増進の観点から、職員に対して研修を受ける機会を与
えることを任命権者に義務付けています。乙訓福祉施設事務組合においては以下のと
おり研修を実施しました。

受研者数日数研　　　修　　　名

財政担当職員初任者研修会 １日 １人

１日 １人

エクセル基礎 １日 １人

　上記総務課扱いの他に、乙訓若竹苑関係１２、介護障害審査課関係１０、乙訓ポ
ニーの学校関係２０、障がい者相談支援課関係３の内部研修及び派遣研修を実施しま
した。

平成２５年度災害時の栄養・食生活支援体制整備推進研修会 １日 ２人

市町村監査委員研修会 １日 １人

アメニティーフォーラム１８ ３日 ５人

採用面接官養成コース（基礎編） １日 １人

会議進行、協議スキル向上 １日 １人

課長研修 １日 １人

問題解決のための論理と発想 １日 １人

出納事務の合理的運用実務 ２日 １人

５年目職員研修 ２日 １人

市町村新規採用職員研修 ２日 ４人

エクセル応用



６、研修の状況(平成２５年度)



１ 職員の健康管理に関する主要事業の実施状況

受診者数(人)

39

19

７、職員の福祉および利益の保護の状況(平成２５年度)

健康診断の種類

職員定期健康診断・人間ドック
（※常勤全職員及び非常勤職員の一部対象）

特殊健康診断(指導員対象)

４ 公平委員会に関する事項

　勤務条件に関する職員からの措置の要求　・・・・・　０件

　不利益処分に関する職員からの不服申し立て　・・　０件

２ 公務災害の状況

　地方公共団体は、地方公務員法により、職員の保健、元気回復その他厚生に関する計画を
樹立し、これを実施しなければならないとされています。本組合では、組合独自の職員互助会
を設置し、職員の互助共済並びに相互の親睦と福利増進を図っています。また、財団法人京
都府市町村職員厚生会に加入することにより、スケールメリットを生かした文化・スポーツ・レ
クリエーション活動等へ参加し、職員の元気回復を図り公務能率の向上に努めています。

３ 職員の福利厚生事業

通勤災害(件) 公務災害(件)

0 0


